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地域を基盤としたソーシャルワーク
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科目のねらい

本人の地域生活を支援する上で必要となる個別支援と地域支援の一体的展開と具体的方法に
ついて理解する。

学習のポイント

地域を基盤としたソーシャルワークの意義と機能

自立支援協議会の活用と展開

コミュニティ・ソーシャルワークのプロセス
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１. 地域を基盤としたソーシャルワークとは

(1) 地域を基盤としたソーシャルワークの意義
◎なぜ、地域を基盤としたソーシャルワークなのか？

皆さんも経験していると思いますが、
相談支援の利用者＝地域の生活者（地域の構成者）であり、利用者の課題等を

確認していくと、それは利用者個人だけでなく、その家族も何らかの課題を抱え
ていることが多い。（当然ながら、家族も地域の構成者）

このような場合「利用者やその家族にとっての生活のしづらさは」様々かつ複
雑な課題を含んでいるため、個別支援だけで安心安全な生活を保障することは難
しいため、個別の支援を進めつつ、利用者が生活する地域を作る支援を並行して
行う必要がある。

利用者の課題 家族の課題

個別課題ソーシャルサポートネットワーク（１） ジェネラリストソーシャルワーク（２）の実践

地域を作る支援

※（１）（２）はテキスト109、110ページ参照 3

個を支える援助と個を支える地域をつくる援助を一体的に行うことで、課題解決を図る

(2) 個別支援と地域支援の一体的展開
◎相談支援専門員の業務を極々簡単に整理してみましょう！
●アセスメント ●想いを聴く ●最適な方法を見出す ●エンパワメ
ントにつながる社会資源を適用すること

例えば ＊本人の意思が確認できない
＊支援を受けていることに拒否的あるいは周囲に対し攻撃的
＊家族も含め、周囲の人も本人との接触を避けている など

こういった事案に対して、相談支援専門員がいくら孤軍奮闘しても対処することは難
しい。（皆さんも経験が絶対にあると思います）解決の糸口と方法を見出すためには、地域の
理解と協力がなければ、いくら個別事例だからといて協議会で議論してもおそらく解
決には至らないと思います。

ところが、こんなにうまくいくことばかりじゃないですよね

【従来型ネットワーク構築】

個別課題

地域課題

地域課題の
ネットワーク
構築

利用者を支える地域に対
する支援利用者の課題

個々に対する支援

家族の課題

【個別支援と地域支援の一体的展開】

利用者個々に対する支援と利用者を支える地域に対する支
援を同時並行的に実施する
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◎それではここで、テキスト110ページの真ん中あたりから、「個別支援と地域支援
の一体的展開」の具体例が示してありますので、30秒時間を取りますので、しっかり
と読んでください。

具体的に例をあげよう。ひきこもりの状態にある20代のAさんの⺟親が・・

「個別支援と地域支援の一体的展開」について、イメージが出来たのではないかと思
います。

この場⾯を振り返ると、相談支援専門員は⺟親のアセスメントの際に地域の資源で
ある同級生の存在をキャッチし、その資源を動かして⺟親の変化を引き出している。
このさりげない⺟親の⾔葉を逃すことなく⺟親のソーシャルサポートネットに結び
つける視点が大切だということがわかると思います。

【相談支援専門員（ソーシャルワーカー）として、重要なことは？】
・社会資源は無限大であることを理解する。（あるものすべてがその人にとって、
有効な社会資源となり得る。）
・何気ない会話や、些細な表情や行動から出されるサインを見逃さないという意識。
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(3) ミクロ、メゾ、マクロの支援展開
地域を基盤としたソーシャルワークでは、

ミクロ

【視 点】
利用者の個別課題の解決
という視点

メゾ マクロ

利用者を取り巻く地域と
の関係づくりを行うとい
う視点

この3つの視点は重層的なつながり
を持っている

ミクロ

メゾ マクロ

【ケースワーク】

【グループ
ワーク】

【コミュニ
ティーワーク】

一体的な運用が求められる

先ほどの例では

【ミクロ】
親子の課題解決

＊⺟親に対する個別支援
でケースワーク

＊同窓生たちを集めて意向を
集約する場面におけるグル
ープワーク

＊商工会を巻き込むための
コミュニティーワーク【メゾ】 【マクロ】

ミクロ、メゾの視点に対する行政
的あるいは組織的なかかわりを引
き出す。また、政策的な反映に結
び付けるという視点

同級生にも課題
共有し解決に
動員

商工会組織を
動かして企業
による課題解
決を引き出す

この3つの視点を常に意識しておかな
ければならない

このように複数の支援技術を使いこなし、個別の課題を糧にして地域変革を起こしていく背景は、制度が
当てはまらず対応が困難となっている事案が顕在化してきたことがある。計画相談が定着してきたことも
あると思うが、皆さんもこうした事案に遭遇することもあるのではないでしょうか？
でも、相談支援専門員は「できません」では済まされません。私たち相談支援専門員は、ケアマネジメン
ト（個別支援）を基本技術としながら、コミュニティー・ソーシャルワークの技術の習得をすることで地
域における支援を完結できる力を身に着ける必要があります。

ミクロ

ミクロ
【ケースワーク】
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(4) 自立支援協議会の活用及び展開と地域づくり

相談受付

アセスメント

サービス等利用計画作成

サービス等利用計画実行

モニタリング

終結と結果評価

実態把握

個別支援会議

地域ネットワークの形成

社会資源開発

自立支援協議会

図2−5 ケアマネジメントの流れと自立支援協議会

出典：「相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究（研究代表者：小澤 温）」
平成28年度〜29年度総合研究報告書、39頁を一部改変

自立支援協議会は地域を基盤としたソーシャルワークを展開するうえで欠くことのできない
「協議の場」である。

図2−5の左側の縦の流れと、
個別支援会議から自立支援協
議会、そして社会資源開発や
地域ネットワークの形成へと
つながる右側の流れは密接に
結びついて、分けたり切り離
したりできないもであること
を理解しておく必要がある。

この左右をつないでいるのが
個別支援会議であり、個別の
課題を地域の課題として並行
して解決していくための、最
も重要なカギであり、

個別支援会議の内容が不十分だとそこから制度や地域の対応に関する課題が明確にならず、自
立支援協議会の運営会議や専門部会での協議も不完全なものとなって、課題解決が進まなくな
る（図2−6）。

私たち、相談支援専門員として、改めて個別支援会議の重要性を認識する必要があるのではないでしょうか
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出典：厚生労働省資料

図2−6 自立支援協議会機能と役割

全体会
年1〜3回

定例会
毎月開催

運営会議（事務局会議）毎月開催・
随時

運営会議（事務局会議）毎月開催・
随時

専門部会
毎月開催
専門部会
毎月開催

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

個別の
支援会議

Aさんの Bさんの Cさんの Dさんの
ニーズ・課題・困難ケース等

一般的な協議会のイメージ

機能する協議会のイメージ ＊全体会において地域全体で確認

＊課題別に具体的議論を深める。社会資源の改
善・開発を全体会に提案

＊定例会で地域の情報を共有し、具体的協議する
場（参加者は現場レベル）

＊個別の支援会議で確認した課題の取り扱いに
ついて運営会議で協議・調整

（交通整理役、協議会のエンジン）

＊個別の支援会議は協議会の命綱。これが開催
されないと、協議会の議論が空回りする場合
が多い。

＊本人を中心に関係者が支援を行ううえでの課
題を確認する場

ポイント１

ポイント２

ポイント３

ポイント4

ポイント５

あくまでも、一般的な協議会イメージです。各市町等の状況により、形は違うかもしれませんが、原則の協
議会運営の考え方やポイントは同じでなければなりません。皆さんの地域の協議会は、この原則に則って、
協議会運営がされていますか？そして、活性化しているでしょうか？ 8



● 個別支援会議の持つ機能、円滑な進行の準備及び本人への配慮について
【機能】
① 地域の諸情報やお互いの関係性を確認する情報共有機能
② 地域の支援力を高めるための役割分担と調整を行う調整機能
③ 地域資源の開発や改善を行う開発機能
④ 個別支援会議のメンバーや関係者のモチベーション向上や資質の向上の場とする教育機能
【準備】
① 会議を構成メンバーは、利用者本人、家族、支援にかかわる福祉サービス事業所に加え、
利用者の課題解決に重要な役割を果たす地域資源（地域の自治会や住⺠、事業者、関係者など）
を集めて開催する。

② 相談支援専門員は、会議の趣旨・目的をあらかじめ説明しておく。また、特に重要と思われる
本人、家族や地域住⺠には会議の流れも含めて理解してもらえるように準備をする。

【配慮】
① 会議の場⾯では相談支援専門員は本人の近くにいて、会議中の専門用語の説明をしたり、発言
者に対し、本人に理解しやすいよう説明するように指示をするなど本人の権利擁護を図るように
全集中する。

② 常に参加者が本人に対して言葉を発するように促し、会議中に本人の自己肯定感を維持するよ
うに配慮する。

※個別支援会議の活性化のチェックポイントは、テキスト113頁、表2−7にまとめてあるので、参照してください。

・困難事例への対応の在り⽅や情報を共有する機能情報機能
・地域の関係機関によるネットワークの構築
・地域の⽀援⼒を⾼めるための役割分担と調整を⾏う機能調整機能

・地域の状況を診断し、社会資源の開発，改善する機能開発機能
・協議会構成員や関係者の資質の向上の場としての機能教育機能
・権利擁護に関する取り組みを展開する権利擁護機能
・中⽴・公平性を確保する観点から，委託相談⽀援事業者の運営評価評価機能

◎個別支援会議だけでは解
決が難しい地域共通の課題
や制度の改善を要する点は、
自立支援協議会に提案する。

【自立支援協議会の機能】
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２. 地域を基盤としたソーシャルワークのもつ機能
⑴ 並行的ニーズ（想い）検討機能

皆さんが相談支援を実践する中で、その人の個別的課題や想いは、その他でも似たような
課題や想いがあるという経験をした相談支援専門員がほとんどではないでしょうか。
そのような場合は、個別課題や想いを地域的課題としてとらえ、それらをバラバラに検討せ

ず、共通の手段や資源を活用し解決していくことが、重要であり、より効果的に解決を図るこ
とが出来ます。

個別課題・
想い②

地域

個別課題・
想い①

地域

＝解決 ＝解決

【類似した個別課題】

個別課題・
想い①

個別課題・
想い②

【類似した個別課題】
地域

＝解決
【並行的ニーズ（想い）検討】

【並行的ニーズ検討を可能とする技術】
①個別課題と地域課題を関係づける発想（個別課題 地域課題）
個別の支援をしながらもその課題は地域のどこかにあるし、地域の課題として解決すれば個

別の支援も進むという思考が重要。

②「地域」のアセスメントをする力（地域診断）
地域の状況（専門機関の状況、地域の地理、歴史、経済、文化、組織や人、資源となるものなど）をあらかじめ把

握してくことが大切です。

上の図のように、地域のなかで個別の課題を解決するときは、類似の課題にも着目し、両課題の
背景の共通点に着目して、同時並行的に検討をしていくことで、本人と地域との接点を増やし、
地域住⺠等の参画を高めて、より協働的な関係のなかで解決を図ることが出来る。
※具体例は、テキスト114頁参照してください。
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⑵ 専門機関による地域連携機能
専門機関がその機能を利用者個人だけに集中させるのではなく、地域の資源も含めた全体を

見て発揮することで、より効果的に地域の力を引き出す支援につながる。

本人
個別課題・想い

専門機関①

専門機関②

専門機関③

協議の場

本人
個別課題・想い

専門機関①

専門機関②

専門機関③

【本人と地域の関係者が集まる協議の場】

上の図のように、各専門機関が本人に個別的かつバラバラにかかわるのではなく、本人とその地
域の関係者を含めた協議の場に積極的に参加し、地域の対応力を向上させたり、地域の資源が
うまく機能したりするように支える。

その他
地域の関係者

※具体例は、テキスト114頁参照してください。
【専門機関による地域連携を可能とする技術】
③「地域を変革する」相談援助（地域連携による支援）
地域の関係者と積極的なコミュニケーションをとるなど、本人だけでなく本人を取り巻く地域

の人々や関係者を含めて丸ごと働きかけることで地域力の向上を図ることが重要。

④地域生活力を向上させるアプローチ（自己決定が可能な環境づくり）
専門職主導ではなく、本人や家族の意思決定を大切にするための環境づくりが重要。

例えば、意思能力が低下した障害者の胃ろう造設の是非について、本人の生き方に照らして決め、
その結果生じるサービス量の調整を前向きに進める姿勢や雰囲気づくりがこれにあたる。 11

⑶ 住⺠主体の問題解決機能
住⺠や関係者を巻き込み主体化することで、個別の課題に関心を引きつけ、問題解決のプロ

セスに巻き込んで地域力で解決することにつなげる。

地域全体で自己効力感を育む

【地域力で解決に向けて取り組む場】

左の図のように、本人の周囲を丁寧にアセスメ
ントし、本人と本人を支える人たちの課題をもとに
主体性をもって解決するプロセスを通して、両者が
エンパワメントを図り、その結果として本人の地域
生活を豊かなものとする。また、同時に、地域の自
己効力感の向上につなげる。
※自己効力感とは、簡単に言うと「自分の能力を信じる気持ち」
※自己効力感は「行動するための原動力」になる

※具体例は、テキスト115頁参照してください。
【住⺠主体の問題解決を可能とする技術】
⑤当事者組織化（セルフヘルプ）
同じ境遇をもつ本人や家族が協働して課題解決に取り組むことで支え合いの基礎をつくるこ

とにつながる。
⑥住⺠活動組織化（地域の組織化）
住⺠個々の活動につなげることで地域独自のサービスの担い手を作っていくこと。

⑦福祉教育（地域の理解力向上）
地域にある誤解や偏見を解消し、住⺠が地域課題を認識できるように講習会や取組の可視化

を行うこと。※可視化とは、そのままでは目に見えないものに形を与えて見えるようにすること。

⑧支援ネットワークづくり（地域支え合いの輪づくり）
個別の問題を住⺠が中心となって発見・対応・見守りにつなげていくために本人を中心とし

た小さな支援の輪をつくることである。

本人・家族

本人や本人を取り巻く
地域住⺠等の関係者

12



⑷ 予防的地域課題解決機能
地域で起こりそうな問題を事前に防ぐものである。地域での問題発覚や解決機能の向上によ

り、予想される課題の芽を摘み取ることができる。

個別支援

【個別課題解決専門チーム】

個別支援

【個別課題解決専門チーム】

【地域住⺠が幅広くかかわる】
（住⺠ネットワーク）

地域住⺠がかかわることで、地域住⺠が障害のある方や
その家族の問題に気づくことで、地域独自の気づき・課
題が見えてくる

地域住⺠と協働して、課題解決に向けて起動

上の図のように、個別支援のつながりは、本人専属的になりやすいが、（地域懇談会などを通し
て）そこに幅広く地域住⺠がかかわることで、住⺠のネットワークが課題の発見や見守りなどの福
祉的なかかわりを果たし、かかわったことで、今まで気づかなかった問題に気づき、次の課題解決
に向けて起動していく。※具体例は、テキスト116頁参照してください。

【予防的地域課題解決をを可能とする技術】
⑨地域ケアシステム（大きなケアマネジメント）
地域包括支援センターや基幹相談支援センターの圏域において、課題発見→ケア会議→介入→

見守りを行う仕組みを作ること。
⑩市町村の計画的な行政推進（制度とマンパワーの向上）
市町村において、地域福祉計画等により地域ケアシステムを支える人材確保・育成・システム
支援を進める。
専門機関、行政、地域住⺠等（本人、家族含む）の各々が人任せにせず、共に考えることに気
づき、行動することが最も重要。 13

３．地域援助技術としてのコミュニティ・ソーシャルワーク

コミュニティ・ソーシャルワークは、個に対する支援と個を支える地域をつくる援助を同時
並行で行うもの。
そのためには、下の図のように、個別的関係から視点をひろげて、利用者を取り囲む地域ま

るごとかかわる必要がある。

利用者
（個別的関係）

本人の関係
する機関（専門
機関など）

地域

地域資源のもつ力を活用する（不可欠）

この項目では、どのようにして地域資源の力を引き出しながら利用者の
想いを実現していくのかという、コミュニティ・ソーシャルワークの具体
的な進め方を説明したいと思います。

14



⑴ 地域アセスメントの方法
個別支援のアセスメント〜簡単に言うと「利用者やその環境などの情報収集と分

析（アセスメント）」ということになるが、コミュニティ・ソーシャルワークでは
地域の状況をしっかりと把握したうえで、利用者と地域との関係性に着目しながら、
図2−7の順でアセスメントを進めていく。

周辺の状況既存データ 地域内部

①地域の概要
（客観的）

②社会資源状況
（本人と関係する）

③地域の詳細
（住⺠の関係性）

地理的位置

歴史と文化

産業構造

人口動態・
将来推計
障害者数
高齢化率

行政機関

専門機関

地域組織

NPO・ボランティア

当事者団体

中間支援組織

関係企業

自治会

⺠生児童委員

学校区コミュニティ

頼りになる商店

本人が見込んだ人

世話好きさん

出典：「相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究（研究代表者：小澤温）」平成28年度〜29年度総合
研究報告書、92頁を一部改変
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図2−7 地域アセスメントの手順

① 地域の概要を把握する（既存データ）

①地域の概要
（客観的）

地理的位置

歴史と文化

産業構造

人口動態・
将来推計

障害者数
高齢化率

左の図にあるような事柄を統計的なデータとして取
得ができるものを集めることから始める。

・・・生活の利便性を把握するため

・・・地域の人々が大切にしているものを知るため

・・・利用者の就労の可能性や地域の人々の暮らしを知るため

・・・地域の活性度を知るため

16



② 地域の社会資源の状況を把握する（周辺の状況）

②社会資源状況
（本人と関係する）

行政機関

専門機関

地域組織

NPO・
ボランティア

当事者団体

中間支援組織

関係企業

左の図にある地域で活動している関係機関（行政、専門機関）、
NPOやボランティア、当事者団体、団体や個人を支援する中間組織、
福祉などに協力的あるいは活動的な企業）の活動内容や担当者を把
握する。（例：図2−8・表2−8）

活動内容や担当者を把握することの重要性
機関や団体の住所や連絡先は行政機関やWEB上でも取得

できるが、実際に行っている活動や詳細な条件などは出向
いて聞かなければならないため、担当者との顔つなぎもか
ね、訪ねることは連携した支援を行う上で非常に重要です。
直接担当者と会うということは、意見交換から多くの地

域の情報が得られるだけでなく、地域が抱える課題や資料
にはない資源が見つかることもあるし、その担当者が持つ
地域資源を紹介してもらうこともできる。利用者が特定で
きているなら、具体的なかかわりがどの程度可能なのかな
どを探る重要な機会となります。

※関係機関と専門職の例（図2−8）、地域資源の例（表2−8）は、テキスト118頁、119頁をご参照くだ
さい。

17
※訪ねることでつながり、つながることで地域とつながるチャンスができる。（つながりの連鎖）

③ 利用者がかかわる地域の詳細について把握する（地域内部）

③地域の詳細
（住⺠の関係性）

自治会

⺠生児童委員

学校区コミュニティ

頼りになる商店

本人が見込んだ人

世話好きさん

左の図にある利用者が生活するうえで直接かかわる
地域住⺠や自治会といった人たちとの関係性を知るこ
とが最後の段階となります。

この段階では、人々のつながりに踏み込むことにな
るので、利用者はもちろん、地域住⺠らとある一定の
関係性がなくては、不信感のある中では、安易に進め
らません。逆に良好な関係性を損なう結果になること
も考えられます。

つまり、事前に何らかの接点をもっておくことが必
要であると考えられます。事前の接点を持つための具
体的方法として、②でお伝えしたように、まず出会う
機会をつくるために、地域の会合などに参加したり
（訪ねる）、②でできた出会いから、地域の関係者を
紹介してもらい、訪ねるなどが有効ではないかと思い
ます（訪ねる＝つながりを作る＝積極的な人脈作り）。

※地域アセスメントの具体的なアセスメント項目例がテキスト119頁、表2−9に示してあるのでご参照ください。

18



⑵ 地域を巻き込んだ支援会議
計画相談支援にあたる相談支援専門員は、サービス等利用計画案

作成後→支給決定後にサービス担当者会議（サービス提供者会議）を
開催する。
（利用者の想いや目標の共有と役割分担等）

利用者

福祉サービス
事業所A

福祉サービス
事業所B

ご家族

市町村職員

相談支援専門員

【サービス担当者会議構成イメージ】

コミュニティ・ソーシャルワークにおける支援会議は、必ずしも
サービスの調整だけを目的としておらず、ソーシャルサポート・ネッ
トワークを活かして住⺠全体で地域の福祉課題を解決する力を引き出
すかが目的となる。
支援会議での話題の中心は、利用者の支援にとって必要な地域資源

の活用や住⺠の協力を得るということになる。
したがって、利用者のニーズが福祉サービスを伴わない場合もある。 相談支援専門員

（基幹・委託又は特定、
障害児相談）

【地域を巻き込んだ支援会議構成会議イメージ】

学校区コミュニティ

頼りになる商店

本人が見込んだ人

世話好きさん

自治会

⺠生児童委員

地域住⺠
福祉サービス
事業所A

ご家族

相談支援専門員
（基幹・委託又は特定、
障害児相談）

市町村職員

福祉サービス
事業所B

【サービス担当者
会議イメージ】

利用者
専門機関等

関係機関等

※福祉サービス利用がない場合は、基幹または委託事業所の相談支援専門員が参加する
ことになると思われるが、支援の結果、福祉サービスに至る場合は、特定、障害児相談
の相談支援専門員も参加する。
（福祉サービス利用の潜在的ニーズがある場合は、支援会議に参加することが望ましい
と思われる。）

◎ 地域を巻き込んだ支援会議を行う場合は、地域の横のつ
ながりがあるメンバーで利用者の地域生活を支えるという
想いを共有できる場とするために、相談支援専門員は、
キーマンとの綿密な調整と、参加者全員に事前に十分に趣
旨を説明しておくことが重要である。

※支援会議に参加するメンバーも多彩で、利用者を支える地域のキーマンのほか、自治会⻑や⺠生委員やテーマや課題に応じて、様々な人や機
関が参加する可能性がある。想定される参加者と支援会議のイメージについては、テキスト120頁の図2−9を参照してください。
また、支援会議を円滑に進めるための注意点は、テキスト121頁の表2−10を参照してください。
※サービス等利用計画は、生活全般をアセスメントし、本人の願いを中心に、生活や支援の全体像を示すものであることから、障害福祉サービ
ス利用は必須であるが、障害福祉サービスではないが生活上で支援する人、モノ、場所（サービス等の等の部分）も記載し、サービス担当者会
議への参加も促していくことが必要である。
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⑶ 地域資源を活かした支援方法
地域資源を活かした支援とはどのようなものか？

相談支援専門員の業務として、相談援助をする中で、本人だけでなく、本人が生活
を営む地域などで、本人を取り囲むさまざまな人や組織（地域資源）といった関係性
をも含めてかかわりを持って支援すること。

本人

ワーカー
（相談支援専門員）

ゴール

専門的な働きかけ

継続性の高い
支援へ

NPO 企業

自
治
会

住
⺠

⺠生
委員

本人

出典：岩間伸之・原田正樹「地域福祉援助をつかむ」有斐閣、53頁、2012．を一部改変

図2−10 地域資源を活かした支援

相談支援専門員による専門的な働きかけは、単なる個別支援とは異なるものであり、その
注意点を3点にまとめています。 20



① 地域にもともとある支え合いを活かす
地 域： 地域には自治会や住⺠同⼠でもともと行っている支え合いの仕組みが必ずある。
障害児者： 障害を抱えるとその輪のなかから外れてしまうことが多くある。また、⺠生委員

や児童委員、福祉委員など地域を見守る立場の人とも関係が切れていることが多い。
（そういった傾向が伺える。）

相談支援専門員： 利用者が地域の人々とどのような関係にあるかをアセスメントし、利用者の
了解を得て、利用者やその家族と地域の人たちをつなぐ（つながりの再構
築）役割を果たす。

目指すもの ： 地域の構成員として、地域との関係の再構築を行い、利用者の孤立を防ぎ、
自分の居場所や役割を見出すことで、パワーを引き出す。

② 地域の既存の団体を活性化する
地 域： 自治会などが高齢化により担い手不足など、さまざまな課題を抱えていることが

多い。
障害児者： 自治活動から切り離されている、または参加の方法や受け入れ側の接し方など双

方の不安要素から参加できていない。（そういった傾向が伺える。）
相談支援専門員： 地域の既存の団体の強みと課題を知り、障害のある方々が担い手になる可

能性を見出し、できることから始めてみみる。
自治会などに成功事例を紹介するなどの工夫も重要となる。

目指すもの： 地域の中で、利用者の活躍の場を見出していくことで、利用者の自己実現と地域
の活性化も図る。

21

③ 新たな目的をもった活動を生み出す

地 域： 地域の中に利用者の想いを実現できそうな資源が見当たらない。
障害児者： 自分自身が起点となって地域を変えていく。資源の開拓をするという発想。
相談支援専門員： 地域にある使われていない資源に目を向け、利用者が使える地域資源に変え

てく発想。（地域の人、モノのつながりの再構築＝資源開発）
目指すもの： 地域の中で、利用者が新たな活動により地域の変革と本人の自己実現。

22



図2−11 地域課題解決に必要な５つの仕組み

困難な状況に
ある障害者

隙間のない
ニーズ
キャッチ

寄り添い型
個別支援の
仕組み

利用しやすい
社会資源の
開発

関係機関
地域 相談援助者 事業者・NPO

住⺠

協働的な

協議の仕組
み

積極的な社会連帯の推進

出典：「相談支援従事者研修のプログラム開発と評価に関する研究（研究
代表者：小澤温）」平成28年度〜29年度総合研究報告書、97頁を改変

これらは、決して相談支援専門員が個々に行うものでなく、ニーズキャッチは本人がかか
わっている関係機関や地域住⺠が行い、社会資源の開発は関係の近い事業所や自治会、NPOが中
心となるといった役割分担が行われる。また、地域包括支援センターの職員や社会福祉協議会
のコミュニティー・ソーシャルワーカーとは困難な課題を抱えた利用者や家族に同時に対応す
る可能性が高く、地域にともにかかわることが必要となるため普段からの関係づくりが大切で
ある。
相談支援専門員は、あくまでも利用者のエンパワメントを図ることが使命であり、これらの

職種と住⺠の協力を本人の自己実現に活かすことを目指していただきたい。もちろん、それが
地域の変革につながることで本人のさらなるパワーアップとなることが、地域を基盤とした
ソーシャルワークの目指すところであることを忘れてはならない。 23

⑷ おわりに
コミュニティー・ソーシャルワークを
進めていくということは、

・隙間のないニーズキャッチ
・寄り添い型の個別支援の仕組み
・利用しやすい社会資源の開発
・協働的な協議の仕組み
・積極的な社会連帯の推進

といった仕組みを地域のなかに成立さ
せていくことに他ならない（図2−11）。

ご清聴ありがとうございました
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